
地域支援事業

地域機支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、
総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務をい
う。）及びその他の地域支援事業を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状
態（以下「要介護状態等」という。）となることを予防するとともに、要介護状態等と
なった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができる
よう支援することを目的とするものである。

介護予防事業

・二次予防事業

（目的）二次予防事業は、主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認め
られる６５歳以上の者を対象として実施することを基本とし、二次予防事業の対象者が要
介護状態等となることを予防することを通じて、一人ひとりの生きがいや自己表現のため
の取組を支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援するこ
と。

（種類）①二次予防事業の対象者把握事業

②通所型介護予防事業

③訪問型介護予防事業

④二次予防事業評価事業

（対象者）基本チェックリストにおいて、次のｉから iv までのいずれかに該当する者を、
要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる者として、二次予防事業の対象
者とする。

ⅰ １から２０までの項目のうち１０項目以上に該当する者

ⅱ ６から１０までの５項目のうち３項目以上に該当する者

ⅲ １１及び１２の２項目すべてに該当する者

ⅳ １３から１５までの３項目のうち２項目以上に該当する者

また、要介護認定において、非該当と判定された者については、基本チェックリストを実
施しなくても二次予防事業の対象者とする。

・一次予防事業

（目的）一次予防事業（主として活動的な状態にある高齢者を対象に生活機能の維持又は
向上に向けた取組を行うことをいう。）に係る事業（以下「一次予防事業」）は、地域に
おいて介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、
介護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して、健康教育、
健康相談等の取組を通じて介護予防に関する活動の普及・啓発や地域における自発的な介
護予防に資する活動の育成・支援を行うこと。

基本チェックリストについて
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基本チェックリストの質問項目と評価の視点

基本チェックリストの
質問項目

評価の視点

13
半年前に比べて
固いものが食べにくくなり
ましたか

はい 咀嚼機能の評価

咀嚼機能低下があって
も食べるものを意識的
にやわらかいものに変
えている場合も多い。

14 お茶や汁物等でむせること
がありますか

はい 嚥下機能の評価
とろみのない液体はむ
せを生じやすい。

15 口の渇きが気になりますか はい 口腔乾燥の評価

口腔内は唾液により潤
いが保たれた状態が正
常であり、乾燥すると
飲み込みにくくなる。


